
平成２７年度の取組状況について 

（交通対策課が実施したもの） 

 

１ 「エコ モビリティ ライフ」（エコモビ）に関する普及啓発  

（１）「エコ モビリティ ライフ」推進表彰の実施 

・ ６月２日から８月３日まで「エコモビ」に関する取組や活動を募集したところ、

７件の応募があり、学識経験者等で構成する選考委員会で選考を行い、２団体を受

彰団体として決定。  

・ １１月６日開催の「県民の集い２０１５」で表彰式を行うともに、受彰団体によ

る取組発表を実施。 

受彰団体名 取 組 ・ 活 動 の 概 要 

ＯＳＣＮ 

（尾張旭・セーフティー・ 

サイクリスツ・ネットワーク）

『ＯＳＣＮ じてんしゃスクール』 

自転車の交通教育の重要性に着目

し、「大人が変われば、子どもも変わる」

を合い言葉に、行政、警察、民間企業な

ど地域の関係団体からの協力も得なが

ら、自転車の乗り方スクールや指導者講

習会等の多様な事業を効果的に実施し、

安全で楽しい自転車利用を推進。  

形原地区公共交通協議会 

『形原地区支線バス「あじさいくるりんバス」の導入と利用促進』 

交通空白地解消のため、地域主体に

より熱意をもって、 コミュニティバス

の運行に向けて取り組み、運行ルートや

ダイヤの設定などについて、地元での協

議、意見交換等を重ねることで、スムー

ズな路線開設につなげるとともに、利用

促進の取組を積極的に実施。 

（２）「エコ モビリティ ライフ 県民の集い２０１５」の開催 

・ 「エコモビ」の意義や取組などを広く県民の方々に知っていただくとともに、実

践を呼びかけるため、１１月６日（金）に愛知芸術文化センターで「県民の集い２

０１５」を開催（参加人数：２２６名）。 

   ＜主な内容＞ 

    ・「エコ モビリティ ライフ推進表彰」表彰式 

    ・受彰団体による取組発表 

    ・ポスターセッション（県内で「エコモビ」活動を行っている団体の取組を紹介） 

 

参考１

 



・講演 「からだが若返る７つの習慣」 

講演者：中野ジェームズ修一 氏 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市町村等と連携した実践促進事業 

・ 県内各地域で市町村や鉄道事業者が実施する公共交通関連のイベントにおいて、

市町村や交通事業者などの協議会構成員と連携・協力して、啓発用のポケットティ

ッシュやチラシの配布、「エコモビ」に関するクイズ・アンケートや子ども向けの

ぬりえの実施により、地域住民等に対して「エコモビ」の実践を促進。 

 

 

 

 

 

 

（４）「あいちエコモビリティライフの日」（エコモビの日）におけるＰＲ 

  ・ 毎月第１水曜日の「エコモビの日」にあわせて、庁内放送や駅、ショッピングセ

ンターでの啓発活動などを実施してＰＲ。 

（５）ＰＲ資材及び電子・広報媒体を活用した普及啓発 

○ ＰＲ資材（チラシ・啓発グッズ）の活用 

・ チラシ（Ａ４判）を配布。 

・ ポケットティッシュ、ボールペンなどを 

ＰＲ活動に活用。 

○ ウェブサイトの更新やメールの配信 

・ 「エコモビ」ウェブサイト【知って得す

るエコモビ実践ガイド】を更新するととも

に、メールニュースを配信。 

フィジカルトレーナー／フィットネスモチベーター 

有限会社スポーツモチベーション最高技術責任者 



 

（５）ＰＲ資材、広報媒体及び電子媒体を活用した普及啓発 

○ ＰＲ資材（チラシ・啓発グッズ）の活用 

・ チラシ（Ａ４判）を配布。 

・ 事務所、駅、バス車内等にポスターを掲示。 

・ ポケットティッシュ、付箋等をＰＲ活動に活用。 

○ ウェブサイトの更新やメールの配信 

・ 「エコモビ」ウェブサイト【知って得するエコモビ実践ガイド】にてエコモビ

の効果や、公共交通機関のお得情報を紹介するとともに、協議会構成員宛てに  

メールニュースを配信。 

  ○ 「エコモビ」紹介動画のウェブ配信、同内容ＤＶＤの新規協議会加入者への配付 

○ 広報誌、会報誌などによるＰＲ・働きかけ 

・ 消費生活情報紙「あいち暮らしっく」１１２号(７月発行)、１１４号(１０月

発行)に「エコモビ」の記事を掲載してＰＲ。 

・ 市町村や団体の広報誌に「エコモビ」、公共交通機関の利用促進に関する記事

を掲載。 

  ○ 庁内放送などによる「エコモビ」実践の呼びかけ 

   ・ 車内放送やテロップ表示による呼びかけ。 

  ○ 新聞、ケーブルテレビ、ラジオ、インターネットを通じた、公共交通期間の利用

促進や環境配慮についてのＰＲ 

・ ラジオ放送(@FM「AICHI SATURDAY TOPICS」、８月放送)で、「エコモビ」をＰＲ。 

（６）キャンペーン・各種イベント・各種取組などによる普及啓発 

・ 交通・環境イベントや各種会議、シンポジウムなどを活用し、パネル展示、啓発

資材の配布などを実施。 
・ リニモ沿線地域において、リニモの体験乗車と沿線施設との連携を組み合わせた

イベント（夏休みリニモ親子教室など）や沿線ウォーキングなどを開催し、合わせ

て「エコモビ」をＰＲ。 

 

２ エコ通勤・エコ通学への転換促進  

（１）「エコモビ実践キャンペーン」の実施 

・ 県内の企業、各種団体、行政等で「エコモビ」の趣旨に賛同する団体が、一定期

間に「エコ通勤」を中心とした「エコモビ」に自主的かつ積極的に取り組むことで、

通勤を含めた業務目的の移動について、全県的に「エコモビ」の実践を推進。 

（実施期間）平成２７年１１月１９日（木）から１２月１８日（金）まで（３０日間） 

     【１２月２日（１２月の第１水曜日）を県内一斉「エコ通勤デー」とする。】 

（参加対象）県内に所在する企業、各種団体、官公庁等の事業所 



（取組内容）1.「エコモビ」情報の周知・実践の働きかけ【必須項目】 

      2. 県内一斉「エコ通勤デー」(H27.12.2)への参加【選択項目】 

            3. エコ通勤の推進【選択項目】 

            4. 環境に配慮した自動車利用の推進【選択項目】 

（参加事業所数） １，７９３事業所 

（２）エコ通勤・エコ通学の働きかけ 

  ○ リニモ沿線地域におけるエコ通勤・エコ通学への転換促進 

   ・ リニモ沿線住民や沿線大学の学生を対象に、リニモの利用を促す啓発資料を配

布し、公共交通を利用した通勤・通学への転換を促進。 

  ○ リニモ沿線レンタサイクルの実施 

   ・ リニモ定期券を所持する通勤・通学者及び沿線地域を観光・レジャーで訪れる

リニモ利用者（ともに中学生以上）を対象とした「リニモ沿線レンタサイクル」

（無料、７０台）を実施。 

  ○ 職員、社員のエコ通勤への転換促進 

   ・ エコ通勤実践者に対する報奨制度、エコ通勤に関する補助制度の設定。 

   ・ 自転車通勤に転換する際の自転車購入費を一部補助。 

   ・ 職員駐車場の有料化。 

（３）「エコ通勤デー」や「エコ通勤」運動の推進（「エコモビの日」における取組を除く） 

・ 各市町村や企業・団体において「エコ通勤デー」を実施してエコ通勤を推進。 

 

３ パーク＆ライドの普及拡大  

（１）リニモ沿線地域におけるパーク＆ライドの普及推進 

・ リニモ「愛・地球博記念公園」駅北側の月極Ｐ＆Ｒ駐車場（２４６台分、月額   

１，５００円）を本県及び沿線市が共同で運営。 

（２）県内各地におけるパーク＆ライドの普及推進 

  ○ 桃花台線旧車両基地用地におけるパーク＆ライド駐車場の運営 

   ・ 本県及び小牧市が桃花台新交通株式会社から取得した旧車両基地用地の一部に

おいて、パーク＆ライド駐車場（４１台分）を設置して運営。 

  ○ 市町村、交通事業者、小売事業者等によるパーク＆ライドの普及推進 

   ・ バスへの乗り換えのため、市役所駐車場を開放（休日）。 

   ・ 保育施設に乳幼児を預けてバスを利用する者を対象とした予約制の駐車場を設

置する「保育＆ライド」の実施。 

   ・ 月極駐車料金と通勤定期のセット割引を実施。 

   ・ 大型店舗の既存駐車場を活用した店舗利用型パーク＆ライド駐車場を運営。 

 



 

 ４ 公共交通利用の動機付け  

（１）公共交通の利便性向上に向けた取組の推進 

・ 公共交通マップの配布やコミュニティバスの運行等による公共交通の利便性の向上。 

・ 公共交通の乗換案内（経路・時刻・料金等）、運行情報案内サービスの提供。 

（２）公共交通利用者への優遇措置の導入・働きかけ 

・ 「エコモビ」ウェブサイト【知って得するエコモビ実践ガイド（エコモビお得情 

報）】に公共交通利用者への様々なサービスを掲載。 

  ・ 公共交通利用者に対し、観光施設や飲食店等での割引や特典を付与。 

  ・ コミュニティバス無料乗車券を配布（対象者・期間限定）。 

（３）交通エコマネー（ＥＸＰＯエコマネー）の普及促進 

・ ＥＸＰＯエコマネーの運営主体であるＮＰＯ法人エコデザイン市民社会フォーラ

ムと連携して、「県民の集い」の参加者に対してＥＸＰＯエコマネーを発行。 

・ コミュニティバス利用者にエコポイントを発行し、バスの利用を促進。 

 

 ５ その他  

（１）自転車、徒歩などによる移動の推進 

・ レンタサイクル事業の実施。 

・ 自転車道の整備、自転車マップの作成・配布。 

・ 電動アシスト自転車の貸与、購入費の一部補助。 

（２）環境にやさしい自動車利用の推進 

・ ＥＶ・ＰＨＶ、ＦＣＶの普及推進。 

・ 大型店舗、社員駐車場へのＥＶ充電スタンドの設置。 

・ エコドライブ・アイドリングストップの推進。 

・ カーシェアリング事業の実施。 

（３）ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進 

・ ＩＴＳの推進を通じ、公共交通の利用促進、移動の利便性・快適性の向上を推進。 

・ パソコンや携帯電話で閲覧可能なバスの運行状況案内システム（バスロケーショ 

ンシステム）の運用。 

 


